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EDINET提出書類

株式会社オリエントコーポレーション(E04775)

公開買付届出書

 1/45



第１【公開買付要項】
 

１【対象者名】

株式会社オートリ

 

２【買付け等をする株券等の種類】

普通株式

 

３【買付け等の目的】

(1）本公開買付けの概要

　当社は、現在、対象者普通株式を28,419千株（対象者が平成23年８月12日に提出した第127期第１四半期報告書に記載さ

れた平成23年６月30日現在の発行済株式総数（50,020千株）に対する保有株式数の割合（以下「保有割合」といい、その

計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。）：56.82％）保有するとともに、いずれも当社の完全子会社で

ある株式会社オリエント総合研究所（以下「オリエント総合研究所」といいます。）、株式会社オリコビジネス＆コミュ

ニケーションズ（以下「オリコビジネス＆コミュニケーションズ」といいます。）、株式会社オリコエステート（以下

「オリコエステート」といいます。）、株式会社スタッフオリコ（以下「スタッフオリコ」といいます。）、株式会社シス

テムオリコ（以下「システムオリコ」といいます。）、株式会社ビジネスオリコ（以下「ビジネスオリコ」といいま

す。）、株式会社ホロニック（以下「ホロニック」といいます。）及び株式会社オリコプロパティ（以下「オリコプロパ

ティ」といいます。）を通じてそれぞれ2,600千株（保有割合：5.20％）、1,000千株（保有割合：2.00％）、550千株（保

有割合：1.10％）、380千株（保有割合：0.76％）、290千株（保有割合：0.58％）、280千株（保有割合：0.56％）、272千

株（保有割合：0.54％）及び250千株（保有割合：0.50％）保有しております。当社、オリエント総合研究所、オリコビジ

ネス＆コミュニケーションズ、オリコエステート、スタッフオリコ、システムオリコ、ビジネスオリコ、ホロニック及びオリ

コプロパティの９社合計の保有株式数は34,041千株（保有割合：68.05％）であり、当社は対象者を連結子会社としてお

ります。この度、当社は、平成23年10月28日開催の取締役会において、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、

対象者の発行済株式の全て（当社が既に保有している対象者株式及び対象者が保有する自己株式を除きます。）を対象と

して、公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施することを決定いたしました。本公開買付けにおいては、

買付予定数の上限及び下限を設定いたしません。

　また、当社は、対象者を当社の完全子会社とすることを目的としているため、本公開買付けにおいて対象者の発行済株式

の全て（当社が既に保有している対象者株式及び対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得できなかった場合に

は、後記「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載する方法により、当社

が対象者の発行済株式の全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）を保有することとなるための一連の手続（以

下、本公開買付けとあわせて「本取引」といいます。）を実施する予定です。本取引が実行された場合には、対象者の普通

株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。

 

　なお、平成23年10月28日に対象者が公表した「支配株主である株式会社オリエントコーポレーションによる当社株式に

対する公開買付けの実施及び応募推奨に関するお知らせ」（以下「対象者プレスリリース」といいます。）によれば、対

象者は、後記「(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの

公正性等を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付けにおける買付け等の価格（以下「本公開買付価格」とい

います。）の公正性を担保するため、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者

算定機関である株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ（以下「ＫＰＭＧ」といいます。）に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し

て、株式価値算定書を取得し、また、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の取締役会の意思決定の公正性及び適正性を

確保するため、当社及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任

し、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点等について法的助言を受けているとのことです。そ

して、対象者取締役会は、後記「(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置

等本公開買付けの公正性等を担保するための措置」の「①　独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得」に記

載のＫＰＭＧから取得した株式価値算定書、「②　対象者における独立した法律事務所からの助言」に記載のアンダーソ

ン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言、並びに「③　支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又は

その子会社等による決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手」に記載の対象者の独立役員

である社外監査役の高津浩幸氏及び正坊地雅彦氏から取得した意見の内容等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件に

ついて慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、対象者取締役会は、本公開買付けは対象者の企業価値の最大化

に寄与するものであるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当であり、本公開買付けは

対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年10月28日開催の対象者取

締役会において、審議及び決議に参加した、利害関係を有しない取締役（取締役５名中、出席取締役４名）の全会一致によ
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り、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する

旨の決議をしたとのことです。そして、かかる取締役会に出席した、利害関係を有しない監査役（監査役４名（うち社外監

査役４名）中、出席監査役２名）はいずれも、対象者の取締役会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対

象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意見を述べてい

るとのことです。

 

(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

　当社は、業界トップシェアを誇るオートローンなどの個品割賦事業、クレジットカード事業、銀行保証事業を中核とする

総合個人金融会社です。

　平成19年度には、中期経営計画を策定し、お客さまの分割ニーズ、決済ニーズに対して最高の金融サービスを提供すると

ともに、その豊かな人生の実現に貢献する社会的存在意義の高い会社をめざし、ビジネスモデルの抜本的改革に取り組み、

収益力強化及び経営効率化に注力しております。

　また、平成17年２月に伊藤忠商事株式会社の、平成22年９月には株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用関

連会社となり、「銀行」と「商社」という二つのグループに属する金融会社として、その特性を最大限に発揮し、更なる企

業価値の向上に努めているところです。

 

　一方、対象者は、大正８年３月に大鳥織布株式会社として設立され、織布販売事業の操業を開始いたしました。我が国の繊

維産業の成長とともに発展・拡大をし、昭和37年には大阪証券取引所市場第二部に上場いたしました。第１次石油ショッ

ク後は、繊維業界の構造的な不況要因を克服すべく、住宅開発事業等の非繊維分野に事業を展開する中で、割賦事業を通じ

て住宅開発関連企業と幅広く提携関係にあり、全国的営業拠点を有する当社との提携が対象者の業績進展に大きく資する

との判断により、平成２年３月に当社に対する第三者割当増資を実施したことに伴い当社グループに加入いたしました。

　以降、繊維、住宅開発に加え、新規事業領域への果敢な取組みにより収益基盤の強化を図ってまいりました。具体的には、

平成９年４月からは当社からの受託業務をメインとするクレジット周辺業務受託を開始、平成19年４月には事業譲受によ

りパーキング事業に参入、また同年同月には株式会社甲南チケットを買収しリセール事業を拡大し、さらに平成21年３月

には日本ホテルファンド株式会社を買収しファクタリング事業に参入しております。現在は、当社の主要な連結子会社と

して、業務受託事業、パーキング事業、リセール事業、ファクタリング事業等を主な柱とし、各事業間のシナジー効果を実現

すべく、各事業間の連携を図っております。

 

　しかしながら、対象者を取り巻く事業環境は急速に変化を続けており、ビジネスモデルの変化による業務受託事業の受託

減、衣料品の低価格化による繊維事業の縮小等を他事業の強化によりカバーしきれず、また、販売用不動産の評価損を計上

したことなどから、対象者は平成23年３月期連結会計年度において359百万円の営業損失を計上し、２期連続で営業損失を

計上しております。また、対象者は、固定資産売却損及び事業撤退損を特別損失に計上し460百万円の当期純損失を計上し

たことから３期連続での当期純損失を計上しております。

　平成24年３月期においても、東日本大震災の影響によるファクタリング事業における旅行クーポンの取扱減少等、引き続

き事業環境は厳しく、営業損失を計上することが見込まれており、収益体質の改善が急務となっております。なお、対象者

は平成23年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表し、平成24年３月期の連結業績予想の修正を行ってお

ります。

　このような状況を解消すべく、対象者は収益力の強化を図るため、全社的なコスト削減、リセール事業の店舗別採算の検

証による収益性向上等、様々な施策に取り組んでおりますが、先行き不透明な経済状況や今後の競争環境次第によっては、

対象者単独では当該状況の解消が困難になる可能性もあります。

 

　以上のような状況認識に基づき、当社と対象者は、対象者の属する業界を取り巻く厳しい環境下において対象者の業績基

盤の改善を図るとともに、当社グループ全体の経営資源配分の最適化を図ることを可能とする組織体制を構築することに

つき平成23年９月頃より検討・協議を進めてまいりました。その結果、当社は、対象者にとりましては、短期的な業績の変

動に左右されることなく、中長期的な視点に立脚して抜本的に事業内容を見直すことが必要であり、当社の完全子会社と

した上で、対象者のコア事業とノンコア事業を明確化し、当社グループ内でのシナジー効果を高めることを視野に入れた

検討を行い、上場維持コストの削減効果とあわせて、対象者の収益体質の改善を進めることが最適であると判断し、平成23

年10月28日に本公開買付けを含む本取引を実施することを決定いたしました。

　また、当社にとりましても、対象者の完全子会社化により、グループ全体での意思決定を従来以上に迅速に行う体制が構

築できるとともに、グループ全体として管理・間接部門のコスト削減効果も期待できるものと考えております。

 

　なお、本公開買付け後の具体的な対象者の経営方針及び事業内容の見直しにつきましては、対象者の完全子会社化を実施

後に対象者と協議・検討を行うことを予定しております。
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(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保

するための措置

　対象者は当社の連結子会社であり、また、対象者の取締役のうち１名が当社の従業員を兼務していることに鑑み、当社及

び対象者は、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性

等を担保するための措置として、以下のような措置を講じております。

　なお、当社は、対象者の本公開買付けに関する取締役会決議等の意思決定プロセスに関与しておりません。

 

①　独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

　当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、第三者算定機関であるみずほ

証券株式会社（以下「みずほ証券」といいます。）に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成23年10月27日付で株

式価値算定書を取得して、その参考としております。なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意

見（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。

　みずほ証券は、当社の関連当事者に該当しますが、当社は、みずほ証券の算定機関としての実績に鑑み、かつ、弊害防止

措置としてみずほ証券の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行

とみずほ証券における対象者の株式価値の算定を実施する部署との間で情報の遮断がされていること、当社とみずほ証

券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため算定機関としての独立性が確保されていることを踏ま

えた上で、みずほ証券に対して上記株式価値算定書の提出を依頼しました。

　みずほ証券は、市場株価基準法及びディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）の

各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行いました。上記各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの

株式価値のレンジはそれぞれ以下のとおりです。

（ⅰ）市場株価基準法

　平成23年10月26日を基準日として、大阪証券取引所市場第二部における対象者普通株式の基準日終値（35円）、過

去１ヶ月の終値の単純平均値（35円（小数点以下四捨五入））、過去３ヶ月の終値の単純平均値（38円（小数点以

下四捨五入））及び過去６ヶ月の終値の単純平均値（41円（小数点以下四捨五入））をもとに、１株当たりの株式

価値の範囲を35円から41円と算定しております。

 

（ⅱ）ＤＣＦ法

　対象者の事業計画、対象者とのマネジメントインタビュー、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸

要素を考慮した平成24年３月期以降の対象者の収益予想に基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッ

シュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を

58円から89円と算定しております。

　また、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考慮しております。

 

　当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過去に行われた本公開買付けと

同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対象者の株式の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結果、

対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し、本公開買付けの後に対象者株式が上場廃止にな

ることが見込まれており対象者の株主への影響が大きいこと等を総合的に勘案し、平成23年10月28日開催の取締役会に

て最終的に本公開買付価格を62円とすることに決定いたしました。

　なお、本公開買付価格62円は、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成23年10月27日の対象者普通株

式の大阪証券取引所市場第二部における終値（35円）に約77.14％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、

過去１ヶ月間（平成23年９月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（35円。小数点以下を四捨五入。終値単

純平均の算出において、以下同じとします。）に約77.14％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ

月間（平成23年７月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（38円）に約63.16％（小数点以下第三位を四捨

五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間（平成23年４月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（41円）に約

51.22％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた額に相当します。

　また、本書提出日の前営業日である平成23年10月28日の対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における終値

（34円）に約82.35％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当します。

 

　一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付けに関する意見

を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧに対し、対象者の株式価値の算定を

依頼し、平成23年10月27日付でＫＰＭＧから株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、ＫＰＭＧから本

公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を取得していないとのことです。
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　第三者算定機関であるＫＰＭＧは、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、その他本公開買付けに関して記載すべ

き重要な利害関係を有していないとのことです。対象者は、ＫＰＭＧの経験・実績を評価するとともに、上記のとおりＫ

ＰＭＧが当社及び対象者から独立した立場にあることを踏まえた上で、ＫＰＭＧに対して上記株式価値算定書の提出を

依頼したとのことです。

 

　ＫＰＭＧによる対象者の株式価値の算定結果は、以下のとおりであったとのことです。

　ＫＰＭＧは、株式価値の算定にあたり、対象者から対象者の事業の現況及び将来の事業計画等の資料を取得してその説

明を受け、それらの情報を踏まえて対象者の株式価値を算定したとのことです。

　当該株式価値算定書においては、対象者が継続企業であるとの前提の下、以下の理由から株式市価法及びＤＣＦ法を採

用して対象者の株式価値を算定しており、上記各手法に基づき算定された対象者普通株式１株当たりの株式価値のレン

ジは以下のとおりであったとのことです。

（ⅰ）株式市価法

　株式市価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価する手法であり、上場企業の株式価

値評価における客観的な手法であると考え、採用したとのことです。株式市価法では、平成23年10月26日を評価基準

日として、対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における評価基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月

間における終値平均値（それぞれ35円（小数点以下四捨五入）、38円（小数点以下四捨五入）、及び41円（小数点

以下四捨五入））を分析した上で、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を35円から41円と算定したとのこ

とです。

 

（ⅱ）ＤＣＦ法

　ＤＣＦ法は、評価対象企業の将来キャッシュ・フローを株式価値算定の基礎とするため、対象者の超過収益力や事

業リスクを評価に反映させることが可能であると考え、採用したとのことです。

　当社による具体的な事業内容の見直しについては、対象者の完全子会社化を実施後に検討していく考えであるこ

とから、ＤＣＦ法では、対象者が直近までの業績の動向を考慮した上で作成した事業計画（※）を基にして、対象者

が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによってス

タンドアローンベースの株式価値を評価した上で、本公開買付けの実行により将来的に実行可能と考えられる上場

維持コスト削減による効果を考慮することにより、対象者普通株式１株当たりの株式価値を57円から86円と算定し

たとのことです。

　なお、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考慮しているとのことです。

（※）　対象者が、ＫＰＭＧ及びみずほ証券に提出したＤＣＦ法による算定の際に前提となる対象者の事業計画は、

平成24年３月期乃至平成28年３月期の将来の事業計画であり、当該事業計画には、大幅な増益を見込んで

いる事業年度が含まれているとのことです。対象者によれば、これは、平成25年３月期において、経済環境

の好転に加えて、対象者の既存事業における営業施策を織り込み、前年度の赤字が黒字に転換することを

見込んでいることによるものであり、特異な要因を見込んでいるものではないとのことです。

 

②　対象者における独立した法律事務所からの助言

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の取締役会の意思決定の公正性及

び適正性を確保するため、当社及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律

事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の本公開買付け

を含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点等について法的助言を受けているとのことです。

 

③　支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数株主にとって不利益な

ものでないことに関する意見の入手

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成23年10月27日、対象者の支配株主である当社と利害関係を有しない対

象者の独立役員である社外監査役の高津浩幸氏及び正坊地雅彦氏（両氏とも、対象者の社外監査役であるほか、当社及

び対象者との間に現在及び過去において取引関係は一切なく、大阪証券取引所の規則に基づく独立役員として指定・届

出されているとのことです。）から、本公開買付けを含む本取引について、その目的が正当と認められること、本公開買

付けを含む本取引に関する交渉過程その他の手続が適正と認められること、本公開買付価格が公正と認められること等

から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者の決定が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと判断する

旨の対象者取締役会宛の意見（以下「本意見」といいます。）を入手しているとのことです。

 

④　対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認
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　対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、ＫＰＭＧから取得した株式価値算定書、アンダーソン・毛利・友

常法律事務所から得た法的助言、独立役員から取得した本意見の内容等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件につ

いて、慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、本公開買付けは対象者の企業価値の最大化に寄与するもので

あるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の

皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年10月28日開催の対象者取締役会におい

て、審議及び決議に参加した取締役（取締役５名中、出席取締役４名）の全会一致により、本公開買付けに賛同の意見を

表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。

なお、対象者の取締役のうち当社の従業員を兼務している森本敏彦氏は、利益相反の疑いを回避する観点から、上記取締

役会の審議及び決議に参加していないとのことです。また、上記と同様の観点から、森本敏彦氏は、本公開買付けを含む

本取引に関するその他の審議及び決議に参加しておらず、対象者の立場において当社との協議及び交渉にも参加してい

ないとのことです。そして、かかる取締役会に出席した監査役（監査役４名（うち社外監査役４名）中、出席監査役２

名）はいずれも、対象者の取締役会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し

本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意見を述べているとのことです。なお、

対象者の監査役のうち当社と委嘱契約を締結している奥平眞康氏及び当社の従業員を兼務している木村佳照氏は、利益

相反の疑いを回避する観点から、当該取締役会の本公開買付けに関する審議には参加しておらず、上記取締役会の決議

に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。

 

⑤　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

　法令の定めによれば、公開買付けにおける最短の買付け等の期間は20営業日であるところ、当社は、本公開買付けにお

ける買付け等の期間（以下「公開買付期間」といいます。）を、30営業日に設定しております。当社は、公開買付期間を

比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保す

るとともに、当社以外にも買付け等をする機会を確保し、もって公正性を担保しております。

　さらに、当社及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、

対抗的買収提案者が対象者と接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。当社は、このように上記

公開買付期間の設定とあわせて対抗的な買付けの機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮して

おります。

 

(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）

　当社は、上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、対象者を完全子会社とする方針であり、本取引により、対象者

の発行済株式の全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得する予定です。

　当社は、本公開買付けにより対象者の発行済株式の全て（当社が既に保有している対象者株式及び対象者が保有する自

己株式を除きます。）を取得できなかった場合には、当社が対象者の発行済株式の全て（対象者が保有する自己株式を除

きます。）を保有することになるよう、以下の一連の手続を行うことを企図しております。

　具体的には、本公開買付けの完了後、当社は、①対象者が会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同

じです。）の規定する種類株式発行会社となるために、対象者において普通株式とは別個の種類の株式を発行できる旨の

定めを置くことを内容とする定款の一部変更を行うこと、②対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項（会社法第

108条第１項第７号に規定する事項についての定めをいいます。以下同じです。）を付す旨の定款の一部変更を行うこと、

及び③全部取得条項が付された対象者の普通株式の全部（対象者が保有する自己株式を除きます。）を取得し、当該取得

と引換えに別個の種類の対象者の株式を交付することを付議議案に含む対象者の臨時株主総会（以下「本臨時株主総

会」といいます。）の開催を対象者に要請する予定です。

　また、本臨時株主総会において上記①の議案について承認されると、対象者は会社法の規定する種類株式発行会社となり

ます。そして、上記②に係る定款の一部変更の効力を生じさせるためには、会社法第111条第２項第１号に基づき、本臨時株

主総会の上記②に係る決議に加えて、株式の内容として全部取得条項が付される対象者の普通株式を保有する株主を構成

員とする種類株主総会（以下「本種類株主総会」といいます。）の決議が必要となるため、当社は、対象者に対し、本臨時

株主総会の開催日と同日を開催日とし、上記②の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本種類株主総会の開催を要

請する予定です。

　なお、本臨時株主総会及び本種類株主総会に上記各議案が上程された場合、当社は、本臨時株主総会及び本種類株主総会

において上記各議案に賛成する予定です。

　上記各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項が付された上で、その全て（対象者

が保有する自己株式を除きます。）が対象者に取得されることとなり、対象者の株主（対象者を除きます。）には当該取得

の対価として別個の種類の対象者の株式が交付されることとなりますが、交付されるべき当該対象者の株式の数が１株に

満たない端数となる株主に対しては、会社法第234条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計した

数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する当該対象者の株式を売却すること

等によって得られる金銭が交付されます。なお、当該端数の合計数に相当する当該対象者の株式の売却の結果、各株主に交
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付されることになる金銭の額については、本公開買付価格に当該各株主が保有していた対象者の普通株式の数を乗じた価

格と同一となるよう算定される予定です。また、全部取得条項が付された対象者の普通株式の取得の対価として交付する

対象者の株式の種類及び数は、本日現在において未定ですが、当社が対象者の発行済株式の全て（対象者が保有する自己

株式を除きます。）を保有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対して交付

しなければならない対象者の株式の数が１株に満たない端数となるよう決定される予定です。なお、当社は、本臨時株主総

会及び本種類株主総会の決議後実務上合理的に可能な範囲内で速やかに対象者を当社の完全子会社とするための施策を

完了することを予定しております。この他、対象者の普通株式の取得対価として交付されることとなる別個の種類の対象

者株式の上場申請は行われない予定です。

　当社は、原則として平成24年２月を目処に本臨時株主総会及び本種類株主総会を開催するよう、対象者に要請することを

予定していますが、本臨時株主総会及び本種類株主総会の具体的な手続及び実施時期等については、対象者が、当社と協議

の上、決定次第、速やかに公表する予定です。

　上記各手続に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、(ⅰ)上記②の普通株式に全部取得条項

を付す旨の定款の一部変更を行うに際しては、会社法第116条及び第117条その他の関係法令の定めに従って、株主はその

有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、(ⅱ)上記③の全部取得条項が付された対象者の普

通株式の全部（対象者が保有する自己株式を除きます。）の取得が本臨時株主総会において決議された場合には、会社法

第172条その他の関係法令の定めに従って、株主は、裁判所に対し、当該株式の取得価格の決定の申立てを行うことができ

る旨が定められています。なお、これらの方法による１株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断する

ことになります。

　また、上記各手続については、関係法令についての当局の解釈等の状況、本公開買付け後の当社による対象者の株式の保

有状況又は当社以外の対象者の株主による対象者の株式の保有状況等によっては、その実施に時間を要し、又はそれと概

ね同等の効果を有する他の方法に変更する可能性があります。ただし、そのように他の方法に変更する場合でも、本公開買

付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対しては、最終的に金銭を交付する方法により、当社が対象者の発行

済株式の全て（対象者が保有する自己株式を除きます。）を保有することとなることを予定しており、その場合に当社以

外の対象者の株主に交付されることになる金銭の価値についても、本公開買付価格に当該株主が保有していた対象者の普

通株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定される予定です。この場合における具体的な手続については、対象者と協

議の上、決定次第速やかに開示する予定です。

　なお、本公開買付けは、本臨時株主総会及び本種類株主総会における対象者の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切

ございません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、株主の皆様が各位にお

いて自らの責任にて税務専門家にご確認ください。

 

(5）上場廃止となる見込み及びその理由

　対象者の普通株式は、現在、大阪証券取引所市場第二部に上場されておりますが、当社は、本公開買付けにおいて買付予定

数の上限を設定しておらず、本公開買付けの結果次第では、大阪証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者の普通株式は、

所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、当該基準に該当しない場合でも、当社は対象者の発行済株式の

全て（対象者が保有する自己株式は除きます。）を保有することを企図しており、本公開買付けの成立後に、上記「(4）本

公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続が実行された場合には、対象者

の普通株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。上場廃止後は、対象者の普通株式を大阪証券取引所において取引す

ることはできません。

 

(6）公開買付者と対象者の株主との間における本公開買付けの応募に係る重要な合意に関する事項

　上記「(1）本公開買付けの概要」に記載のとおり、当社の完全子会社であるオリエント総合研究所、オリコビジネス＆コ

ミュニケーションズ、オリコエステート、スタッフオリコ、システムオリコ、ビジネスオリコ、ホロニック及びオリコプロパ

ティは、それぞれ2,600千株（保有割合：5.20％）、1,000千株（保有割合：2.00％）、550千株（保有割合：1.10％）、380

千株（保有割合：0.76％）、290千株（保有割合：0.58％）、280千株（保有割合：0.56％）、272千株（保有割合：

0.54％）及び250千株（保有割合：0.50％）の対象者普通株式を保有しておりますが、当社は、本書提出日現在、当該各完

全子会社との間で本公開買付けへの応募に関する具体的な合意はしておりません。ただし、当社は、上記各完全子会社に対

して、その保有する対象者普通株式を本公開買付けへ応募するよう要請する予定です。

 

４【買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数】

（１）【買付け等の期間】

①【届出当初の期間】

買付け等の期間 平成23年10月31日（月曜日）から平成23年12月13日（火曜日）まで（30営業日）

公告日 平成23年10月31日（月曜日）
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公告掲載新聞名
電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載しております。
（電子公告アドレス　http://info.edinet-fsa.go.jp/）

 

②【対象者の請求に基づく延長の可能性の有無】

　該当事項はありません。

 

③【期間延長の確認連絡先】

　該当事項はありません。
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（２）【買付け等の価格】

株券 普通株式１株につき金62円

新株予約権証券 ―

新株予約権付社債券 ―

株券等信託受益証券（　　

　　）

―

株券等預託証券（　　　　） ―

算定の基礎

 

当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、

第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成23年10

月27日付で株式価値算定書を取得して、その参考としております。なお、当社は、みずほ証

券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を取得してお

りません。

 みずほ証券は、当社の関連当事者に該当しますが、当社は、みずほ証券の算定機関として

の実績に鑑み、かつ、弊害防止措置としてみずほ証券の親会社である株式会社みずほフィ

ナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行とみずほ証券における対象者

の株式価値の算定を実施する部署との間で情報の遮断がされていること、当社とみずほ

証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため算定機関としての独立

性が確保されていることを踏まえた上で、みずほ証券に対して上記株式価値算定書の提

出を依頼しました。

  

 みずほ証券は、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定

を行いました。上記各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの株式価値

のレンジはそれぞれ以下のとおりです。

  

 （ⅰ）市場株価基準法

 平成23年10月26日を基準日として、大阪証券取引所市場第二部における対象者普

通株式の基準日終値（35円）、過去１ヶ月の終値の単純平均値（35円（小数点以

下四捨五入））、過去３ヶ月の終値の単純平均値（38円（小数点以下四捨五

入））及び過去６ヶ月の終値の単純平均値（41円（小数点以下四捨五入））をも

とに、１株当たりの株式価値の範囲を35円から41円と算定しております。

  

 （ⅱ）ＤＣＦ法

 対象者の事業計画、対象者とのマネジメントインタビュー、直近までの業績の動

向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成24年３月期以降の対象者の

収益予想に基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フロー

を一定の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、１株

当たりの株式価値を58円から89円と算定しております。

 また、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の

修正に関するお知らせ」に記載された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考

慮しております。

  

 当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過

去に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対

象者の株式の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結果、対象者による本公開買付け

への賛同の可否及び本公開買付けの見通し、本公開買付けの後に対象者株式が上場廃止

になることが見込まれており対象者の株主への影響が大きいこと等を総合的に勘案し、

平成23年10月28日開催の取締役会にて最終的に本公開買付価格を62円とすることに決定

いたしました。
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 なお、本公開買付価格62円は、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成

23年10月27日の対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における終値（35円）に約

77.14％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去１ヶ月間（平成23年９月

28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（35円）に約77.14％（小数点以下第

三位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間（平成23年７月28日から平成23年10月

27日まで）の終値単純平均（38円）に約63.16％（小数点以下第三位を四捨五入）のプ

レミアムを、過去６ヶ月間（平成23年４月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純

平均（41円）に約51.22％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加

えた額に相当します。

 また、本書提出日の前営業日である平成23年10月28日の対象者普通株式の大阪証券取引

所市場第二部における終値（34円）に約82.35％（小数点以下第三位を四捨五入）のプ

レミアムを加えた額に相当します。

算定の経緯 （買付価格の決定に至る経緯について）

 当社と対象者は、対象者の属する業界を取り巻く厳しい環境下において対象者の業績

基盤の改善を図るとともに、当社グループ全体の経営資源配分の最適化を図ることを

可能とする組織体制を構築することにつき平成23年９月頃より検討・協議を進めてま

いりました。その結果、当社は、対象者の業績基盤の改善を図るためには、短期的な業績

の変動に左右されることなく、中長期的な視点に立脚して、抜本的な事業の再構築に取

り組める経営体制を構築することが必要であり、対象者を当社の完全子会社とするこ

とが最適であると判断し、平成23年10月28日に本公開買付けを含む本取引を実施する

ことを決定し、以下の経緯により本公開買付価格を決定いたしました。

  

 （算定の際に意見を聴取した第三者の名称）

 当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあた

り、第三者算定機関であるみずほ証券に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成

23年10月27日付で株式価値算定書を取得して、その参考としております。なお、当社は、

みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を

取得しておりません。

 みずほ証券は、当社の関連当事者に該当しますが、当社は、みずほ証券の算定機関とし

ての実績に鑑み、かつ、弊害防止措置としてみずほ証券の親会社である株式会社みずほ

フィナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行とみずほ証券における

対象者の株式価値の算定を実施する部署との間で情報の遮断がされていること、当社

とみずほ証券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため算定機関と

しての独立性が確保されていることを踏まえた上で、みずほ証券に対して上記株式価

値算定書の提出を依頼しました。

  

 （意見の概要）

 みずほ証券は、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算

定を行いました。上記各手法において算定された対象者の普通株式１株当たりの株式

価値のレンジはそれぞれ以下のとおりです。

  

 （ⅰ）市場株価基準法

 平成23年10月26日を基準日として、大阪証券取引所市場第二部における対象者普

通株式の基準日終値（35円）、過去１ヶ月の終値の単純平均値（35円（小数点以

下四捨五入））、過去３ヶ月の終値の単純平均値（38円（小数点以下四捨五

入））及び過去６ヶ月の終値の単純平均値（41円（小数点以下四捨五入））をも

とに、１株当たりの株式価値の範囲を35円から41円と算定しております。
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 （ⅱ）ＤＣＦ法

 対象者の事業計画、対象者とのマネジメントインタビュー、直近までの業績の動

向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成24年３月期以降の対象者の

収益予想に基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッシュ・フロー

を一定の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、１株

当たりの株式価値を58円から89円と算定しております。

 また、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の

修正に関するお知らせ」に記載された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考

慮しております。

  

 （第三者の意見を踏まえて買付価格を決定するに至った経緯）

 当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、

過去に行われた本公開買付けと同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実

例、対象者の株式の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結果、対象者による本公

開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し、本公開買付けの後に対象者株式

が上場廃止になることが見込まれており対象者の株主への影響が大きいこと等を総合

的に勘案し、平成23年10月28日開催の取締役会にて最終的に本公開買付価格を62円と

することに決定いたしました。

 なお、本公開買付価格62円は、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平

成23年10月27日の対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における終値（35円）

に約77.14％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去１ヶ月間（平成23

年９月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（35円）に約77.14％（小数

点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間（平成23年７月28日から平

成23年10月27日まで）の終値単純平均（38円）に約63.16％（小数点以下第三位を四

捨五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間（平成23年４月28日から平成23年10月27日ま

で）の終値単純平均（41円）に約51.22％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミ

アムをそれぞれ加えた額に相当します。

 また、本書提出日の前営業日である平成23年10月28日の対象者普通株式の大阪証券取

引所市場第二部における終値（34円）に約82.35％（小数点以下第三位を四捨五入）

のプレミアムを加えた額に相当します。

  

 （買付価格の評価の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置）

 ①　対象者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の入手

 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格の公正性を担保するた

め、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第

三者算定機関であるＫＰＭＧに対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成23年10

月27日付でＫＰＭＧから株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、

ＫＰＭＧから本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を

取得していないとのことです。

 第三者算定機関であるＫＰＭＧは、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、その

他本公開買付けに関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。

対象者は、ＫＰＭＧの経験・実績を評価するとともに、上記のとおりＫＰＭＧが当社

及び対象者から独立した立場にあることを踏まえた上で、ＫＰＭＧに対して上記株

式価値算定書の提出を依頼したとのことです。

  

 ＫＰＭＧによる対象者の株式価値の算定結果は、以下のとおりであったとのことで

す。

 ＫＰＭＧは、株式価値の算定にあたり、対象者から対象者の事業の現況及び将来の事

業計画等の資料を取得してその説明を受け、それらの情報を踏まえて対象者の株式

価値を算定したとのことです。
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 当該株式価値算定書においては、対象者が継続企業であるとの前提の下、以下の理由

から株式市価法及びＤＣＦ法を採用して対象者の株式価値を算定しており、上記各

手法に基づき算定された対象者普通株式１株当たりの株式価値のレンジは以下のと

おりであったとのことです。

  

 （ⅰ）株式市価法

 株式市価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価す

る手法であり、上場企業の株式価値評価における客観的な手法であると考え、採用

したとのことです。株式市価法では、平成23年10月26日を評価基準日として、対象

者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における評価基準日までの１ヶ月間、

３ヶ月間及び６ヶ月間における終値平均値（それぞれ35円（小数点以下四捨五

入）、38円（小数点以下四捨五入）、及び41円（小数点以下四捨五入））を分析し

た上で、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を35円から41円と算定した

とのことです。

  

 （ⅱ）ＤＣＦ法

 ＤＣＦ法は、評価対象企業の将来キャッシュ・フローを株式価値算定の基礎とす

るため、対象者の超過収益力や事業リスクを評価に反映させることが可能である

と考え、採用したとのことです。

 当社による具体的な事業内容の見直しについては、対象者の完全子会社化を実施

後に検討していく考えであることから、ＤＣＦ法では、対象者が直近までの業績の

動向を考慮した上で作成した事業計画（※）を基にして、対象者が将来生み出す

と見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引

くことによってスタンドアローンベースの株式価値を評価した上で、本公開買付

けの実行により将来的に実行可能と考えられる上場維持コスト削減による効果を

考慮することにより、対象者普通株式１株当たりの株式価値を57円から86円と算

定したとのことです。

 なお、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の

修正に関するお知らせ」に記載された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考

慮しているとのことです。

 （※）　対象者が、ＫＰＭＧ及びみずほ証券に提出したＤＣＦ法による算定の際に

前提となる対象者の事業計画は、平成24年３月期乃至平成28年３月期の

将来の事業計画であり、当該事業計画には、大幅な増益を見込んでいる事

業年度が含まれているとのことです。対象者によれば、これは、平成25年

３月期において、経済環境の好転に加えて、対象者の既存事業における営

業施策を織り込み、前年度の赤字が黒字に転換することを見込んでいる

ことによるものであり、特異な要因を見込んでいるものではないとのこ

とです。

  

 ②　対象者における独立した法律事務所からの助言

 対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者

の取締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、当社及び対象者から独

立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任

し、本公開買付けを含む本取引に対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程

その他本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点等について

法的助言を受けているとのことです。
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 ③　支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決

定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手

 対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成23年10月27日、対象者の支配株主で

ある当社と利害関係を有しない対象者の独立役員である社外監査役の高津浩幸氏及

び正坊地雅彦氏（両氏とも、対象者の社外監査役であるほか、当社及び対象者との間

に現在及び過去において取引関係は一切なく、大阪証券取引所の規則に基づく独立

役員として指定・届出されているとのことです。）から、本公開買付けを含む本取引

について、その目的が正当と認められること、本公開買付けを含む本取引に関する交

渉過程その他の手続が適正と認められること、本公開買付価格が公正と認められる

こと等から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者の決定が対象者の少数株主

にとって不利益なものではないと判断する旨の本意見を入手しているとのことで

す。

  

 ④　対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認

 対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、ＫＰＭＧから取得した株式価値

算定書、アンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言、独立役員から取得

した本意見の内容等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件について、慎重に協

議、検討してきたとのことです。その結果、本公開買付けは対象者の企業価値の最大

化に寄与するものであるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他

の諸条件は妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な株式

売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年10月28日開催の対象者取締役

会において、審議及び決議に参加した取締役（取締役５名中、出席取締役４名）の全

会一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様

に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。なお、

対象者の取締役のうち当社の従業員を兼務している森本敏彦氏は、利益相反の疑い

を回避する観点から、上記取締役会の審議及び決議に参加していないとのことです。

また、上記と同様の観点から、森本敏彦氏は、本公開買付けを含む本取引に関するそ

の他の審議及び決議に参加しておらず、対象者の立場において当社との協議及び交

渉にも参加していないとのことです。そして、かかる取締役会に出席した監査役（監

査役４名（うち社外監査役４名）中、出席監査役２名）はいずれも、対象者の取締役

会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対

し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意

見を述べているとのことです。なお、対象者の監査役のうち当社と委嘱契約を締結し

ている奥平眞康氏及び当社の従業員を兼務している木村佳照氏は、利益相反の疑い

を回避する観点から、当該取締役会の本公開買付けに関する審議には参加しておら

ず、上記取締役会の決議に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。

  

 ⑤　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

 法令の定めによれば、公開買付けにおける最短の買付け等の期間は20営業日である

ところ、当社は、本公開買付けにおける公開買付期間を、30営業日に設定しておりま

す。当社は、公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者の株主の皆様

に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社以

外にも買付け等をする機会を確保し、もって公正性を担保しております。

 さらに、当社及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するよ

うな取引保護条項を含む合意等、対抗的買収提案者が対象者との間で接触すること

を制限するような内容の合意を行っておりません。当社は、このように上記公開買付

期間の設定とあわせて対抗的な買付けの機会を確保することにより、本公開買付け

の公正性の担保に配慮しております。
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（３）【買付予定の株券等の数】

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限

21,587,257（株） ―（株） ―（株）

　（注１）　本公開買付けにおいては、買付予定数の上限及び下限を設定しておりませんので、応募株券等の全部の買付け等を行

います。

　（注２）　本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。

　（注３）　買付予定数は、本公開買付けにより公開買付者が取得する対象者の株券等の数の最大の数を記載しております。当該

最大の数は、対象者が平成23年８月12日に提出した第127期第１四半期報告書に記載された平成23年６月30日現在

の発行済株式総数（50,020,000株）から、対象者が平成23年７月29日に公表した平成24年３月期第１四半期決算短

信〔日本基準〕（連結）に記載された平成23年６月30日現在の対象者が保有する自己株式数（13,743株）及び本

書提出日現在における公開買付者が保有する株式数（28,419,000株）を控除した株式数（21,587,257株）です。

　（注４）　単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使さ

れた場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買取ることがあります。この場合、対象者

は法令及び対象者株式取扱規則に定める価格にて当該株式を買取ります。
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５【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a) 21,587

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b) ―

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(c)

―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年10月31日現在）（個）(d) 28,419

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(f)

―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年10月31日現在）（個）(g) 5,922

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(h) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決
権の数（個）(i)

―

対象者の総株主等の議決権の数（平成23年６月30日現在）（個）(j) 49,933

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合
((a)／(j))（％）

43.17

買付け等を行った後における株券等所有割合
((a＋d＋g)／(j＋(b－c)＋(e－f)＋(h－i))×100)（％）

100.00

　（注１）　「買付予定の株券等に係る議決権の数（個）(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数（21,587,257株）に係る議

決権の数を記載しております。

　（注２）　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年10月31日現在）（個）(g)」は、各特別関係者が保有する株

券等（対象者が保有する自己株式及び特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算

において府令第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者（以下「小規模所有者」といいます。）が

保有する株式は除きます。）に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、本公開買付けにおいては、特別関

係者の保有株式（対象者の保有する自己株式を除きます。）についても対象としているため、「買付け等を行った

後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年10月31日

現在）（個）(g)」は分子に加算しておりません。

　（注３）　「対象者の総株主等の議決権の数（平成23年６月30日現在）（個）(j)」は、対象者が平成23年８月12日に提出した

第127期第１四半期報告書に記載された平成23年６月30日現在の総株主等の議決権の数です。

ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としているため、「買付予定の株券

等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等所有割

合」の計算においては、対象者の上記第１四半期報告書に記載された平成23年６月30日現在の発行済株式総数

（50,020,000株）から、対象者が平成23年７月29日に公表した平成24年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）に記載された平成23年６月30日現在の対象者が保有する自己株式数（13,743株）を控除した株式数

（50,006,257株）に係る議決権の数（50,006個）を、「対象者の総株主等の議決権の数(j)」として計算していま

す。

　（注４）　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における

株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。

 

６【株券等の取得に関する許可等】

　該当事項はありません。
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７【応募及び契約の解除の方法】

（１）【応募の方法】

①　公開買付代理人

みずほ証券株式会社　　　　東京都千代田区大手町一丁目５番１号

 

②　本公開買付けに応募する際には、所定の「公開買付応募申込書」に所要事項を記載し、公開買付期間の末日の15時まで

に、公開買付代理人の本店又は全国各支店において応募してください。

 

③　本公開買付けに係る応募の受付けにあたっては、本公開買付けに応募する株主（以下「応募株主等」といいます。）

が、公開買付代理人に証券取引口座を開設した上、応募する予定の株券等を当該証券取引口座に記録管理している必要

があります。本公開買付けにおいては、公開買付代理人以外の金融商品取引業者等を経由した応募の受付けは行われま

せん。また、本公開買付けにおいては、対象者指定の株主名簿管理人（みずほ信託銀行株式会社）の特別口座に記録され

ている株券等をもって本公開買付けに応募することは出来ません。応募する予定の株券等が、公開買付代理人以外の金

融商品取引業者等に開設された証券取引口座又は株主名簿管理人の特別口座に記載又は記録されている場合は、応募に

先立ち、公開買付代理人に開設した証券取引口座への振替手続を完了していただく必要があります。（注１）

 

④　応募株主等は、応募に際しては、上記「公開買付応募申込書」とともに、ご印鑑をご用意ください。

 

⑤　公開買付代理人に証券取引口座を開設しておられない応募株主等には、新規に証券取引口座を開設していただく必要

があります。証券取引口座を開設される場合には、本人確認書類（注２）が必要になります。

 

⑥　上記③の応募株券等の振替手続及び上記⑤の口座の新規開設には一定の日数を要する場合がありますのでご注意くだ

さい。

 

⑦　外国の居住者である株主（法人株主を含みます。以下「外国人株主」といいます。）の場合、日本国内の常任代理人を

通じて応募してください。

 

⑧　日本の居住者である個人株主の場合、買付けられた株券等に係る売却代金と取得費等との差額は、一般的に株式等の譲

渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。（注３）

 

⑨　応募の受付けに際し、公開買付代理人より応募株主等に対して、公開買付応募申込みの受付票が交付されます。
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　（注１）　対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続につい

て

対象者指定の株主名簿管理人の特別口座から公開買付代理人の証券取引口座に株券等の記録を振替える手続きを

公開買付代理人経由で行う場合は、当該株主名簿管理人に届け出ている個人情報と同一の情報が記載された「振替

申請書」による申請が必要となります。詳細については、公開買付代理人又は当該株主名簿管理人にお問合せくだ

さいますようお願い申し上げます。

　（注２）　本人確認書類について

公開買付代理人において新規に証券取引口座を開設される場合又は日本国内の常任代理人を通じて応募する外国

人株主の場合には、次の本人確認書類が必要になります。本人確認書類等の詳細については、公開買付代理人へお問

合せください。

個人・・・・・・住民票の写し（６ヶ月以内に作成されたもの）、健康保険証、運転免許証等（氏名、住所、生年月

日全てを確認できるもの）。

法人・・・・・・登記事項証明書、官公庁から発行された書類等（６ヶ月以内に作成されたもので名称及び本店又

は主たる事務所の所在地の両方を確認できるもの）。

法人自体の本人確認に加え、取引担当者（当該法人の代表者が取引する場合はその代表者）個人

の本人確認が必要となります。

外国人株主・・・常任代理人に係る上記本人確認書類及び常任代理人との間の委任契約に係る委任状又は契約書

（当該外国人株主の氏名又は名称、代表者の氏名及び国外の住所地の記載のあるものに限りま

す。）の写し並びに常任代理人が金融機関以外の場合には、日本国政府の承認した外国政府若し

くは権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、居住者の本人確認書類に準じ

るもの。

 

　（注３）　日本の居住者の株式等の譲渡所得に関する申告分離課税について（個人株主の場合）

日本の居住者である個人株主の方につきましては、株式等の譲渡所得には、原則として申告分離課税が適用されま

す。本公開買付けへの応募による売却につきましても、通常の金融商品取引業者を通じた売却として取り扱われる

こととなります。税務上の具体的なご質問等につきましては、税理士などの専門家にご確認いただき、ご自身でご判

断いただきますようお願い申し上げます。

 

（２）【契約の解除の方法】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除

をする場合は、公開買付期間の末日の15時までに、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店に公開買

付応募申込みの受付票を添付の上、公開買付けに係る契約の解除を行う旨の書面（以下「解除書面」といいます。）

を交付又は送付してください。契約の解除は、解除書面が公開買付代理人に交付され、又は到達した時に効力を生じま

す。従って、解除書面を送付する場合は、解除書面が公開買付期間の末日の15時までに公開買付代理人に到達しなけれ

ば解除できないことにご注意ください。

 

解除書面を受領する権限を有する者

みずほ証券株式会社　　　　東京都千代田区大手町一丁目５番１号

（その他みずほ証券株式会社全国各支店）

 

（３）【株券等の返還方法】

　応募株主等が上記「(2）契約の解除の方法」に記載の方法により公開買付けに係る契約の解除を申し出た場合に

は、解除手続終了後速やかに後記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に記載の方法により応募株券等を

返還いたします。

 

（４）【株券等の保管及び返還を行う金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

みずほ証券株式会社　　　　東京都千代田区大手町一丁目５番１号
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８【買付け等に要する資金】

（１）【買付け等に要する資金等】

買付代金（円）(a) 1,338,409,934

金銭以外の対価の種類 ―

金銭以外の対価の総額 ―

買付手数料(b) 25,000,000

その他(c) 5,000,000

合計(a)＋(b)＋(c) 1,368,409,934

　（注１）　「買付代金（円）(a)」欄には、本公開買付けにおける買付予定数（21,587,257株）に、１株当たりの買付価格（62

円）を乗じた金額を記載しています。

　（注２）　「買付手数料(b)」欄には、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しています。

　（注３）　「その他(c)」欄には本公開買付けに関する公告に要する費用及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸

費用につき、その見積額を記載しています。

　（注４）　上記金額には消費税等は含まれていません。

　（注５）　その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

 

（２）【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等】

①【届出日の前々日又は前日現在の預金】

種類 金額（千円）

普通預金 77,958,913

計(a) 77,958,913

 

②【届出日前の借入金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計 ―

 

ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

計 ―

 

③【届出日以後に借入れを予定している資金】

イ【金融機関】

 借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

１ ― ― ― ―

２ ― ― ― ―

計(b) ―
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ロ【金融機関以外】

借入先の業種 借入先の名称等 借入契約の内容 金額（千円）

― ― ― ―

計(c) ―

 

④【その他資金調達方法】

内容 金額（千円）

― ―

計(d) ―

 

⑤【買付け等に要する資金に充当しうる預金又は借入金等の合計】

77,958,913千円（(a)＋(b)＋(c)＋(d)）

 

（３）【買付け等の対価とする有価証券の発行者と公開買付者との関係等】

　該当事項はありません。

 

９【買付け等の対価とする有価証券の発行者の状況】

　該当事項はありません。

 

１０【決済の方法】

（１）【買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地】

みずほ証券株式会社　　　　東京都千代田区大手町一丁目５番１号

 

（２）【決済の開始日】

平成23年12月20日（火曜日）

 

（３）【決済の方法】

　公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等（外国人株主の場合はその常任代

理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等

（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理

人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付

代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。

 

（４）【株券等の返還方法】

　後記「11　その他買付け等の条件及び方法」の「(2）公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示

の方法」に記載の条件に基づき応募株券等の全部を買付けないこととなった場合には、公開買付代理人は、返還する

ことが必要な株券等を決済の開始日（公開買付けの撤回等を行った場合は撤回等を行った日）以後、速やかに応募が

行われた直前時の状態に戻すことにより返還します。
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１１【その他買付け等の条件及び方法】

（１）【法第27条の13第４項各号に掲げる条件の有無及び内容】

　公開買付者は、買付予定数の上限及び下限を設定しておりません。従って、公開買付者は、応募株券等の全部の買付け

等を行います。

 

（２）【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

　令第14条第１項第１号イないしリ及びヲないしソ、第３号イないしチ、並びに同条第２項第３号ないし第６号に定め

る事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

　撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日ま

でに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

（３）【買付け等の価格の引下げの条件の有無、その内容及び引下げの開示の方法】

　法第27条の６第１項第１号の規定により、対象者が公開買付期間中に令第13条第１項に定める行為を行った場合は、

府令第19条第１項に定める基準により買付け等の価格の引下げを行うことがあります。

　買付け等の価格の引下げを行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開

買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告

を行います。買付け等の価格の引下げがなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募株券等についても、引下げ後

の買付け等の価格により買付けを行います。

 

（４）【応募株主等の契約の解除権についての事項】

　応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも公開買付けに係る契約を解除することができます。契約の解除

の方法については、前記「７　応募及び契約の解除の方法」の「(2）契約の解除の方法」に記載の方法によるものと

します。

　なお、公開買付者は応募株主等による契約の解除があった場合においても、損害賠償又は違約金の支払いを応募株主

等に請求しません。また、応募株券等の返還に要する費用も公開買付者の負担とします。解除を申し出られた場合に

は、応募株券等は当該解除の申出に係る手続終了後、速やかに前記「10　決済の方法」の「(4）株券等の返還方法」に

記載の方法により返還します。

 

（５）【買付条件等の変更をした場合の開示の方法】

　公開買付者は、公開買付期間中、法第27条の６及び令第13条により禁止される場合を除き、買付条件等の変更を行う

ことがあります。買付条件等の変更を行おうとする場合は、その変更内容等につき電子公告を行い、その旨を日本経済

新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法に

より公表を行い、その後直ちに公告を行います。買付条件等の変更がなされた場合、当該公告が行われた日以前の応募

株券等についても、変更後の買付条件等により買付けを行います。

 

（６）【訂正届出書を提出した場合の開示の方法】

　公開買付者が訂正届出書を関東財務局長に提出した場合（法第27条の８第11項ただし書に規定する場合を除きま

す。）は、直ちに訂正届出書に記載した内容のうち、公開買付開始公告に記載した内容に係るものを府令第20条に規定

する方法により公表します。また、直ちに公開買付説明書を訂正し、かつ、既に公開買付説明書を交付している応募株

主等に対しては、訂正した公開買付説明書を交付して訂正します。ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂

正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付する方法により訂

正します。

 

（７）【公開買付けの結果の開示の方法】

　本公開買付けの結果については、公開買付期間の末日の翌日に、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法に

より公表します。
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（８）【その他】

　本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便

その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メール、インターネット通信、テレックス及び

電話を含みますが、これらに限りません。）を利用して行われるものでもなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行

われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応募

することはできません。

　また、本書又は関連する買付書類は米国において、若しくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によっ

て送付又は配布されるものではなく、係る送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反す

る本公開買付けへの応募はお受けできません。

　本公開買付けへの応募に際し、応募株主等（外国人株主の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の表明

及び保証を行うことを求められることがあります。

　応募株主等が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても米国に所在していないこと。本公

開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向け

て、又は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に

関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（ファクシミリ、電子メー

ル、インターネット通信、テレックス及び電話を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を

使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者ではないこと（当該他の者

が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。

 

EDINET提出書類

株式会社オリエントコーポレーション(E04775)

公開買付届出書

21/45



第２【公開買付者の状況】
 

１【会社の場合】

（１）【会社の概要】

①【会社の沿革】

 

②【会社の目的及び事業の内容】

 

③【資本金の額及び発行済株式の総数】

 

④【大株主】

  平成　年　月　日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式の数
（千株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
の数の割合（％）

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─

計 ─ ─ ─

 

⑤【役員の職歴及び所有株式の数】

    平成　年　月　日現在

役名 職名 氏名 生年月日 職歴
所有株式数
（千株）

─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 ─

 

（２）【経理の状況】

①【貸借対照表】

 

②【損益計算書】

 

③【株主資本等変動計算書】
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（３）【継続開示会社たる公開買付者に関する事項】

①【公開買付者が提出した書類】

イ【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第51期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　平成23年６月29日関東財務局長に提出

 

ロ【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第52期第１四半期（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）　平成23年８月12日関東財務局長に提

出

　また、平成23年11月14日に、第52期第２四半期報告書（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）を関東財務局

長に提出する予定です。

 

ハ【訂正報告書】

　訂正報告書（上記第51期有価証券報告書の訂正報告書）　平成23年７月８日関東財務局長に提出

 

②【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社オリエントコーポレーションさいたま支店

（さいたま市浦和区高砂１丁目13番４号）

株式会社オリエントコーポレーション千葉支店

（千葉市中央区新田町１番１号）

株式会社オリエントコーポレーション横浜支店

（横浜市中区太田町１丁目８番地）

株式会社オリエントコーポレーション名古屋支店

（名古屋市中区栄２丁目３番31号）

株式会社オリエントコーポレーション大阪支店

（大阪市中央区本町３丁目５番７号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

２【会社以外の団体の場合】

　該当事項はありません。

 

３【個人の場合】

　該当事項はありません。
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第３【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】
 

１【株券等の所有状況】

（１）【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 34,379（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 34,379 ― ―

所有株券等の合計数 34,379 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式13,743株（保有割合0.03％）を保有しておりますが、全て自己株式であ

るため、議決権はございません。

　（注２）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が保有する株券等に係る議決権の数38個を含めております。

 

（２）【公開買付者による株券等の所有状況】

   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 28,419（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 28,419 ― ―

所有株券等の合計数 28,419 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―
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（３）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 5,960（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 5,960 ― ―

所有株券等の合計数 5,960 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注１）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式13,743株（保有割合0.03％）を保有しておりますが、全て自己株式であ

るため、議決権はございません。

　（注２）　上記の「所有する株券等の数」には、小規模所有者が保有する株券等に係る議決権の数38個を含めております。

 

（４）【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

①【特別関係者】

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社オリエント総合研究所

住所又は所在地 東京都千代田区麹町５丁目２番地１

職業又は事業の内容 クレジット関連業界のシンクタンク

連絡先

連絡者　　株式会社オリエント総合研究所
総務部　　船山　信彦

連絡場所　東京都千代田区麹町５丁目２番地１
電話番号　03（5877）5858

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ

住所又は所在地 東京都新宿区高田馬場１丁目４番15号

職業又は事業の内容 物品の仕入れ、販売等

連絡先

連絡者　　株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ
経営企画部　　細田　幹雄

連絡場所　東京都新宿区高田馬場１丁目４番15号
電話番号　03（6892）0611

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人
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 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社オリコエステート

住所又は所在地 東京都港区赤坂５丁目５番12号

職業又は事業の内容 不動産仲介賃貸管理業

連絡先

連絡者　　株式会社オリコエステート
取締役　　大塚　晴正

連絡場所　東京都港区赤坂５丁目５番12号
電話番号　03（5561）6731

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社スタッフオリコ

住所又は所在地 埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡１丁目４番１号

職業又は事業の内容 その他サービス業

連絡先

連絡者　　株式会社スタッフオリコ
執行役員　　小原　伸明

連絡場所　埼玉県ふじみ野市西鶴ヶ岡１丁目４番１号
電話番号　049（256）1010

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社システムオリコ

住所又は所在地 東京都文京区大塚５丁目１番６号

職業又は事業の内容 システム開発業

連絡先

連絡者　　株式会社システムオリコ
経営企画部　　堀江　和男

連絡場所　東京都豊島区高田３丁目28番２号
電話番号　03（3989）6100

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社ビジネスオリコ

住所又は所在地 埼玉県川越市鯨井新田６番１号

職業又は事業の内容 事務請負業

連絡先

連絡者　　株式会社ビジネスオリコ
取締役　　江口　忠治

連絡場所　埼玉県川越市鯨井新田６番１号
電話番号　049（239）1785

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人
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 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社ホロニック

住所又は所在地 東京都中央区日本橋人形町２丁目26番３号

職業又は事業の内容 セールスプロモーション業

連絡先

連絡者　　株式会社ホロニック
総務部　　佐川　誠一

連絡場所　東京都中央区日本橋人形町２丁目26番３号
電話番号　03（5641）3055

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社オリコプロパティ

住所又は所在地 東京都千代田区麹町５丁目２番地１

職業又は事業の内容 特定目的金融業

連絡先

連絡者　　株式会社オリコプロパティ
取締役　　宮川　好正

連絡場所　東京都千代田区麹町５丁目２番地１
電話番号　03（5877）5847

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社オートリ

住所又は所在地 大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号

職業又は事業の内容 繊維事業、ビジネスサポート事業、不動産事業、リセール事業、ファイナンス事業

連絡先

連絡者　　株式会社オートリ
取締役兼常務執行役員　　大田　正和

連絡場所　東京都千代田区五番町14-1
電話番号　03（3230）7110（代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人である対象者

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 伊藤忠商事株式会社

住所又は所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号

職業又は事業の内容 総合商社

連絡先

連絡者　　伊藤忠商事株式会社
金融・保険事業部　　中野　和浩

連絡場所　東京都港区北青山二丁目５番１号
電話番号　03（3497）3706

公開買付者との関係 公開買付者に対して特別資本関係を有する法人
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 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 江藤　克己

住所又は所在地 大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社オートリ　代表取締役社長兼社長執行役員

連絡先

連絡者　　株式会社オートリ
取締役兼常務執行役員　　大田　正和

連絡場所　東京都千代田区五番町14-1
電話番号　03（3230）7110（代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する対象者の役員

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 大田　正和

住所又は所在地 大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社オートリ　取締役兼常務執行役員

連絡先

連絡者　　株式会社オートリ
取締役兼常務執行役員　　大田　正和

連絡場所　東京都千代田区五番町14-1
電話番号　03（3230）7110（代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する対象者の役員

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 高野　貞司

住所又は所在地 大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社オートリ　取締役兼執行役員

連絡先

連絡者　　株式会社オートリ
取締役兼常務執行役員　　大田　正和

連絡場所　東京都千代田区五番町14-1
電話番号　03（3230）7110（代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する対象者の役員

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 奥平　眞康

住所又は所在地 大阪府大阪市中央区本町３丁目５番７号（対象者所在地）

職業又は事業の内容 株式会社オートリ　監査役（常勤）

連絡先

連絡者　　株式会社オートリ
取締役兼常務執行役員　　大田　正和

連絡場所　東京都千代田区五番町14-1
電話番号　03（3230）7110（代表）

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する対象者の役員
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 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 田中　文雄

住所又は所在地
東京都新宿区高田馬場１丁目４番15号（株式会社オリコビジネス＆コミュニケー
ションズ所在地）

職業又は事業の内容 株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ取締役兼専務執行役員

連絡先

連絡者　　株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ
経営企画部　　細田　幹雄

連絡場所　東京都新宿区高田馬場１丁目４番15号
電話番号　03（6892）0611

公開買付者との関係 公開買付者が特別資本関係を有する法人の役員

 

 （平成23年10月31日現在）

氏名又は名称 株式会社みずほフィナンシャルグループ

住所又は所在地 東京都千代田区丸の内二丁目５番１号

職業又は事業の内容 銀行持株会社

連絡先

連絡者　　株式会社みずほコーポレート銀行
業務管理部　　鶴岡　健一

連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
電話番号　03（5252）8044

公開買付者との関係 公開買付者に対して特別資本関係を有する法人

　（注）　株式会社みずほフィナンシャルグループは公開買付者の株式を保有しておりませんが、100％子会社である株式会社み

ずほコーポレート銀行及び株式会社みずほ銀行（以下「みずほグループ公開買付者大株主」といいます。）を通じて

公開買付者の議決権の25.7％を所有しているため、公開買付者に対して特別資本関係を有する法人に該当いたしま

す。
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②【所有株券等の数】

株式会社オリエント総合研究所  （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 2,600（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 2,600 ― ―

所有株券等の合計数 2,600 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社オリコビジネス＆コミュニケーションズ  （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 1,000（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 1,000 ― ―

所有株券等の合計数 1,000 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社オリコエステート  （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 550（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 550 ― ―

所有株券等の合計数 550 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―
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株式会社スタッフオリコ   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 380（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 380 ― ―

所有株券等の合計数 380 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社システムオリコ   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 290（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 290 ― ―

所有株券等の合計数 290 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社ビジネスオリコ   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 280（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 280 ― ―

所有株券等の合計数 280 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―
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株式会社ホロニック   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 272（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 272 ― ―

所有株券等の合計数 272 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社オリコプロパティ  （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 250（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 250 ― ―

所有株券等の合計数 250 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

株式会社オートリ   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 0（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 0 ― ―

所有株券等の合計数 0 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　特別関係者である対象者は、対象者普通株式13,743株（保有割合0.03％）を保有しておりますが、全て自己株式である

ため、議決権はございません。
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伊藤忠商事株式会社   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 300（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 300 ― ―

所有株券等の合計数 300 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

 

江藤　克己   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 7（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 7 ― ―

所有株券等の合計数 7 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　江藤克己は小規模所有者に該当いたしますので、江藤克己の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５

　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年

10月31日現在）（個）(g)」に含まれておりません。
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大田　正和   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 5（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 5 ― ―

所有株券等の合計数 5 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　大田正和は小規模所有者に該当いたしますので、大田正和の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５

　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年

10月31日現在）（個）(g)」に含まれておりません。

 

高野　貞司   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 3（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 3 ― ―

所有株券等の合計数 3 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　高野貞司は小規模所有者に該当いたしますので、高野貞司の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５

　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年

10月31日現在）（個）(g)」に含まれておりません。
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奥平　眞康   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 14（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 14 ― ―

所有株券等の合計数 14 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　奥平眞康は小規模所有者に該当いたしますので、奥平眞康の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５

　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年

10月31日現在）（個）(g)」に含まれておりません。

 

田中　文雄   （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 9（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 9 ― ―

所有株券等の合計数 9 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　田中文雄は小規模所有者に該当いたしますので、田中文雄の所有株券等の合計数は、前記「第１　公開買付要項」の「５

　買付け等を行った後における株券等所有割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成23年

10月31日現在）（個）(g)」に含まれておりません。

 

EDINET提出書類

株式会社オリエントコーポレーション(E04775)

公開買付届出書

35/45



株式会社みずほフィナンシャルグループ  （平成23年10月31日現在）

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 0（個） ―（個） ―（個）

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券（　　　） ― ― ―

株券等預託証券（　　　　　） ― ― ―

合計 0 ― ―

所有株券等の合計数 0 ― ―

（所有潜在株券等の合計数） （―） ― ―

　（注）　上記のとおり、特別関係者である株式会社みずほフィナンシャルグループは対象者の株券等を所有しておりませんが、

みずほグループ公開買付者大株主である株式会社みずほコーポレート銀行は、対象者普通株式2,400,000株（議決権

数2,400個）を保有しております。

 

２【株券等の取引状況】

（１）【届出日前60日間の取引状況】

　該当事項はありません。

 

３【当該株券等に関して締結されている重要な契約】

　該当事項はありません。

 

４【届出書の提出日以後に株券等の買付け等を行う旨の契約】

　該当事項はありません。

　なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間

中に自己の株式を買取ることがあります。この場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規則に定める価格にて当該株式を買

取ります。
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第４【公開買付者と対象者との取引等】
 

１【公開買付者と対象者又はその役員との間の取引の有無及び内容】

(1）対象者との取引

　公開買付者と対象者との取引金額は以下のとおりです。

   （単位：千円）

決算年月
平成21年３月期
（第49期）

平成22年３月期
（第50期）

平成23年３月期
（第51期）

ビジネスサポート事業の委託 1,241,918 719,411 341,048

リセール事業の委託 59,758 67,562 4,443

社員の出向に係る役務提供料の受取 178,406 84,186 56,482

土地の貸与 18,097 12,914 14,994

保証債権 1,370,045 842,096 532,122

保証料の受取 1,669 903 395

 

(2）役員との取引

　該当事項はありません。

 

２【公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容】

(1）公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、後記「(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回

避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保するための措置」に記載のとおり、本公開買付価格の公正性を担保す

るため、本公開買付けに関する意見を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧに

対し、対象者の株式価値の算定を依頼して、株式価値算定書を取得し、また、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の取

締役会の意思決定の公正性及び適正性を確保するため、当社及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアン

ダーソン・毛利・友常法律事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点等について

法的助言を受けているとのことです。そして、対象者取締役会は、後記「(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措

置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保するための措置」の「①　独立した第三者算定機

関からの株式価値算定書の取得」に記載のＫＰＭＧから取得した株式価値算定書、「②　対象者における独立した法律事

務所からの助言」に記載のアンダーソン・毛利・友常法律事務所から得た法的助言、並びに「③　支配株主との間に利害

関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数株主にとって不利益なものでないことに関する意

見の入手」に記載の対象者の独立役員である社外監査役の高津浩幸氏及び正坊地雅彦氏から取得した意見の内容等を踏

まえて、本公開買付けに関する諸条件について慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、対象者取締役会は、本公

開買付けは対象者の企業価値の最大化に寄与するものであるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の

諸条件は妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断

し、平成23年10月28日開催の対象者取締役会において、審議及び決議に参加した、利害関係を有しない取締役（取締役５名

中、出席取締役４名）の全会一致により、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公

開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。そして、かかる取締役会に出席した、利害関係を有しな

い監査役（監査役４名（うち社外監査役４名）中、出席監査役２名）はいずれも、対象者の取締役会が本公開買付けに対

し賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をするこ

とに異議がない旨の意見を述べているとのことです。
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(2）本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程、並びに本公開買付け後の経営方針

　当社は、業界トップシェアを誇るオートローンなどの個品割賦事業、クレジットカード事業、銀行保証事業を中核とする

総合個人金融会社です。

　平成19年度には、中期経営計画を策定し、お客さまの分割ニーズ、決済ニーズに対して最高の金融サービスを提供すると

ともに、その豊かな人生の実現に貢献する社会的存在意義の高い会社をめざし、ビジネスモデルの抜本的改革に取り組み、

収益力強化及び経営効率化に注力しております。

　また、平成17年２月に伊藤忠商事株式会社の、平成22年９月には株式会社みずほフィナンシャルグループの持分法適用関

連会社となり、「銀行」と「商社」という二つのグループに属する金融会社として、その特性を最大限に発揮し、更なる企

業価値の向上に努めているところです。

 

　一方、対象者は、大正８年３月に大鳥織布株式会社として設立され、織布販売事業の操業を開始いたしました。我が国の繊

維産業の成長とともに発展・拡大をし、昭和37年には大阪証券取引所市場第二部に上場いたしました。第１次石油ショッ

ク後は、繊維業界の構造的な不況要因を克服すべく、住宅開発事業等の非繊維分野に事業を展開する中で、割賦事業を通じ

て住宅開発関連企業と幅広く提携関係にあり、全国的営業拠点を有する当社との提携が対象者の業績進展に大きく資する

との判断により、平成２年３月に当社に対する第三者割当増資を実施したことに伴い当社グループに加入いたしました。

　以降、繊維、住宅開発に加え、新規事業領域への果敢な取組みにより収益基盤の強化を図ってまいりました。具体的には、

平成９年４月からは当社からの受託業務をメインとするクレジット周辺業務受託を開始、平成19年４月には事業譲受によ

りパーキング事業に参入、また同年同月には株式会社甲南チケットを買収しリセール事業を拡大し、さらに平成21年３月

には日本ホテルファンド株式会社を買収しファクタリング事業に参入しております。現在は、当社の主要な連結子会社と

して、業務受託事業、パーキング事業、リセール事業、ファクタリング事業等を主な柱とし、各事業間のシナジー効果を実現

すべく、各事業間の連携を図っております。

 

　しかしながら、対象者を取り巻く事業環境は急速に変化を続けており、ビジネスモデルの変化による業務受託事業の受託

減、衣料品の低価格化による繊維事業の縮小等を他事業の強化によりカバーしきれず、また、販売用不動産の評価損を計上

したことなどから、対象者は平成23年３月期連結会計年度において359百万円の営業損失を計上し、２期連続で営業損失を

計上しております。また、対象者は、固定資産売却損及び事業撤退損を特別損失に計上し460百万円の当期純損失を計上し

たことから３期連続での当期純損失を計上しております。

　平成24年３月期においても、東日本大震災の影響によるファクタリング事業における旅行クーポンの取扱減少等、引き続

き事業環境は厳しく、営業損失を計上することが見込まれており、収益体質の改善が急務となっております。なお、対象者

は平成23年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表し、平成24年３月期の連結業績予想の修正を行ってお

ります。

　このような状況を解消すべく、対象者は収益力の強化を図るため、全社的なコスト削減、リセール事業の店舗別採算の検

証による収益性向上等、様々な施策に取り組んでおりますが、先行き不透明な経済状況や今後の競争環境次第によっては、

対象者単独では当該状況の解消が困難になる可能性もあります。

 

　以上のような状況認識に基づき、当社と対象者は、対象者の属する業界を取り巻く厳しい環境下において対象者の業績基

盤の改善を図るとともに、当社グループ全体の経営資源配分の最適化を図ることを可能とする組織体制を構築することに

つき平成23年９月頃より検討・協議を進めてまいりました。その結果、当社は、対象者にとりましては、短期的な業績の変

動に左右されることなく、中長期的な視点に立脚して抜本的に事業内容を見直すことが必要であり、当社の完全子会社と

した上で、対象者のコア事業とノンコア事業を明確化し、当社グループ内でのシナジー効果を高めることを視野に入れた

検討を行い、上場維持コストの削減効果とあわせて、対象者の収益体質の改善を進めることが最適であると判断し、平成23

年10月28日に本公開買付けを含む本取引を実施することを決定いたしました。

 

　また、当社にとりましても、対象者の完全子会社化により、グループ全体での意思決定を従来以上に迅速に行う体制が構

築できるとともに、グループ全体として管理・間接部門のコスト削減効果も期待できるものと考えております。

 

　なお、本公開買付け後の具体的な対象者の経営方針及び事業内容の見直しにつきましては、対象者の完全子会社化を実施

後に対象者と協議・検討を行うことを予定しております。

 

(3）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性等を担保

するための措置

　対象者は当社の連結子会社であり、また、対象者の取締役のうち１名が当社の従業員を兼務していることに鑑み、当社及

び対象者は、本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等本公開買付けの公正性

EDINET提出書類

株式会社オリエントコーポレーション(E04775)

公開買付届出書

38/45



等を担保するための措置として、以下のような措置を講じております。

　なお、当社は、対象者の本公開買付けに関する取締役会決議等の意思決定プロセスに関与しておりません。

 

①　独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得

　当社は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付価格を決定するにあたり、第三者算定機関であるみずほ

証券に対し、対象者の株式価値の算定を依頼し、平成23年10月27日付で株式価値算定書を取得して、その参考としており

ます。なお、当社は、みずほ証券から本公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を取得しており

ません。

　みずほ証券は、当社の関連当事者に該当しますが、当社は、みずほ証券の算定機関としての実績に鑑み、かつ、弊害防止

措置としてみずほ証券の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行

とみずほ証券における対象者の株式価値の算定を実施する部署との間で情報の遮断がされていること、当社とみずほ証

券は一般取引先と同様の取引条件での取引を実施しているため算定機関としての独立性が確保されていることを踏ま

えた上で、みずほ証券に対して上記株式価値算定書の提出を依頼しました。

 

　みずほ証券は、市場株価基準法及びＤＣＦ法の各手法を用いて対象者の株式価値の算定を行いました。上記各手法にお

いて算定された対象者の普通株式１株当たりの株式価値のレンジはそれぞれ以下のとおりです。

（ⅰ）市場株価基準法

　平成23年10月26日を基準日として、大阪証券取引所市場第二部における対象者普通株式の基準日終値（35円）、過

去１ヶ月の終値の単純平均値（35円（小数点以下四捨五入））、過去３ヶ月の終値の単純平均値（38円（小数点以

下四捨五入））及び過去６ヶ月の終値の単純平均値（41円（小数点以下四捨五入））をもとに、１株当たりの株式

価値の範囲を35円から41円と算定しております。

 

（ⅱ）ＤＣＦ法

　対象者の事業計画、対象者とのマネジメントインタビュー、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸

要素を考慮した平成24年３月期以降の対象者の収益予想に基づき、対象者が将来獲得することが期待されるキャッ

シュ・フローを一定の割引率で現在価値に割引くことにより対象者の株式価値を評価し、１株当たりの株式価値を

58円から89円と算定しております。

　また、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考慮しております。

 

　当社は、上記の株式価値算定書における対象者の株式価値の算定結果を参考にしつつ、過去に行われた本公開買付けと

同種の公開買付けの際に付与されたプレミアムの実例、対象者の株式の市場株価の動向、対象者との協議・交渉の結果、

対象者による本公開買付けへの賛同の可否及び本公開買付けの見通し、本公開買付けの後に対象者株式が上場廃止にな

ることが見込まれており対象者の株主への影響が大きいこと等を総合的に勘案し、平成23年10月28日開催の取締役会に

て最終的に本公開買付価格を62円とすることに決定いたしました。

　なお、本公開買付価格62円は、本公開買付け実施についての公表日の前営業日である平成23年10月27日の対象者普通株

式の大阪証券取引所市場第二部における終値（35円）に約77.14％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、

過去１ヶ月間（平成23年９月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（35円）に約77.14％（小数点以下第三

位を四捨五入）のプレミアムを、過去３ヶ月間（平成23年７月28日から平成23年10月27日まで）の終値単純平均（38

円）に約63.16％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを、過去６ヶ月間（平成23年４月28日から平成23年10

月27日まで）の終値単純平均（41円）に約51.22％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムをそれぞれ加えた額

に相当します。

　また、本書提出日の前営業日である平成23年10月28日の対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における終値

（34円）に約82.35％（小数点以下第三位を四捨五入）のプレミアムを加えた額に相当します。

 

　一方、対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付価格の公正性を担保するため、本公開買付けに関する意見

を決定するにあたり、当社及び対象者から独立した第三者算定機関であるＫＰＭＧに対し、対象者の株式価値の算定を

依頼し、平成23年10月27日付でＫＰＭＧから株式価値算定書を取得したとのことです。なお、対象者は、ＫＰＭＧから本

公開買付価格の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）を取得していないとのことです。

　第三者算定機関であるＫＰＭＧは、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、その他本公開買付けに関して記載すべ

き重要な利害関係を有していないとのことです。対象者は、ＫＰＭＧの経験・実績を評価するとともに、上記のとおりＫ

ＰＭＧが当社及び対象者から独立した立場にあることを踏まえた上で、ＫＰＭＧに対して上記株式価値算定書の提出を

依頼したとのことです。
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　ＫＰＭＧによる対象者の株式価値の算定結果は、以下のとおりであったとのことです。

　ＫＰＭＧは、株式価値の算定にあたり、対象者から対象者の事業の現況及び将来の事業計画等の資料を取得してその説

明を受け、それらの情報を踏まえて対象者の株式価値を算定したとのことです。

　当該株式価値算定書においては、対象者が継続企業であるとの前提の下、以下の理由から株式市価法及びＤＣＦ法を採

用して対象者の株式価値を算定しており、上記各手法に基づき算定された対象者普通株式１株当たりの株式価値のレン

ジは以下のとおりであったとのことです。

（ⅰ）株式市価法

　株式市価法は、対象者普通株式の株式市場における株価を基に株式価値を評価する手法であり、上場企業の株式価

値評価における客観的な手法であると考え、採用したとのことです。株式市価法では、平成23年10月26日を評価基準

日として、対象者普通株式の大阪証券取引所市場第二部における評価基準日までの１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月

間における終値平均値（それぞれ35円（小数点以下四捨五入）、38円（小数点以下四捨五入）、及び41円（小数点

以下四捨五入））を分析した上で、対象者普通株式１株当たりの株式価値の範囲を35円から41円と算定したとのこ

とです。

 

（ⅱ）ＤＣＦ法

　ＤＣＦ法は、評価対象企業の将来キャッシュ・フローを株式価値算定の基礎とするため、対象者の超過収益力や事

業リスクを評価に反映させることが可能であると考え、採用したとのことです。

　当社による具体的な事業内容の見直しについては、対象者の完全子会社化を実施後に検討していく考えであるこ

とから、ＤＣＦ法では、対象者が直近までの業績の動向を考慮した上で作成した事業計画（※）を基にして、対象者

が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを、一定の割引率で現在価値に割り引くことによってス

タンドアローンベースの株式価値を評価した上で、本公開買付けの実行により将来的に実行可能と考えられる上場

維持コスト削減による効果を考慮することにより、対象者普通株式１株当たりの株式価値を57円から86円と算定し

たとのことです。

　なお、本算定においては、平成23年10月28日に対象者より公表された「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載

された平成24年３月期の連結業績予想の内容を考慮しているとのことです。

（※）　対象者が、ＫＰＭＧ及びみずほ証券に提出したＤＣＦ法による算定の際に前提となる対象者の事業計画は、

平成24年３月期乃至平成28年３月期の将来の事業計画であり、当該事業計画には、大幅な増益を見込んで

いる事業年度が含まれているとのことです。対象者によれば、これは、平成25年３月期において、経済環境

の好転に加えて、対象者の既存事業における営業施策を織り込み、前年度の赤字が黒字に転換することを

見込んでいることによるものであり、特異な要因を見込んでいるものではないとのことです。
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②　対象者における独立した法律事務所からの助言

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、本公開買付けを含む本取引に係る対象者の取締役会の意思決定の公正性及

び適正性を確保するため、当社及び対象者から独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律

事務所を選任し、本公開買付けを含む本取引に対する対象者取締役会の意思決定の方法及び過程その他の本公開買付け

を含む本取引に関する意思決定にあたっての留意点等について法的助言を受けているとのことです。

 

③　支配株主との間に利害関係を有しない者による、上場会社又はその子会社等による決定が少数株主にとって不利益な

ものでないことに関する意見の入手

　対象者プレスリリースによれば、対象者は、平成23年10月27日、対象者の支配株主である当社と利害関係を有しない対

象者の独立役員である社外監査役の高津浩幸氏及び正坊地雅彦氏（両氏とも、対象者の社外監査役であるほか、当社及

び対象者との間に現在及び過去において取引関係は一切なく、大阪証券取引所の規則に基づく独立役員として指定・届

出されているとのことです。）から、本公開買付けを含む本取引について、その目的が正当と認められること、本公開買

付けを含む本取引に関する交渉過程その他の手続が適正と認められること、本公開買付価格が公正と認められること等

から、本公開買付けを含む本取引に関する対象者の決定が対象者の少数株主にとって不利益なものではないと判断する

旨の本意見を入手しているとのことです。

 

④　対象者における利害関係を有しない取締役及び監査役全員の承認

　対象者プレスリリースによれば、対象者取締役会は、ＫＰＭＧから取得した株式価値算定書、アンダーソン・毛利・友

常法律事務所から得た法的助言、独立役員から取得した本意見の内容等を踏まえて、本公開買付けに関する諸条件につ

いて、慎重に協議、検討してきたとのことです。その結果、本公開買付けは対象者の企業価値の最大化に寄与するもので

あるとともに、本公開買付価格及び本公開買付けに係るその他の諸条件は妥当であり、本公開買付けは対象者の株主の

皆様に対して合理的な株式売却の機会を提供するものであると判断し、平成23年10月28日開催の対象者取締役会におい

て、審議及び決議に参加した取締役（取締役５名中、出席取締役４名）の全会一致により、本公開買付けに賛同の意見を

表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をしたとのことです。

なお、対象者の取締役のうち当社の従業員を兼務している森本敏彦氏は、利益相反の疑いを回避する観点から、上記取締

役会の審議及び決議に参加していないとのことです。また、上記と同様の観点から、森本敏彦氏は、本公開買付けを含む

本取引に関するその他の審議及び決議に参加しておらず、対象者の立場において当社との協議及び交渉にも参加してい

ないとのことです。そして、かかる取締役会に出席した監査役（監査役４名（うち社外監査役４名）中、出席監査役２

名）はいずれも、対象者の取締役会が本公開買付けに対し賛同の意見を表明するとともに、対象者の株主の皆様に対し

本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をすることに異議がない旨の意見を述べているとのことです。なお、

対象者の監査役のうち当社と委嘱契約を締結している奥平眞康氏及び当社の従業員を兼務している木村佳照氏は、利益

相反の疑いを回避する観点から、当該取締役会の本公開買付けに関する審議には参加しておらず、上記取締役会の決議

に対して意見を述べることを差し控えているとのことです。

 

⑤　他の買付者からの買付機会を確保するための措置

　法令の定めによれば、公開買付けにおける最短の買付け等の期間は20営業日であるところ、当社は、本公開買付けにお

ける公開買付期間を、30営業日に設定しております。当社は、公開買付期間を比較的長期に設定することにより、対象者

の株主の皆様に本公開買付けに対する応募について適切な判断機会を確保するとともに、当社以外にも買付け等をする

機会を確保し、もって公正性を担保しております。

　さらに、当社及び対象者は、対象者が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項を含む合意等、

対抗的買収提案者が対象者と接触することを制限するような内容の合意を行っておりません。当社は、このように上記

公開買付期間の設定とあわせて対抗的な買付けの機会を確保することにより、本公開買付けの公正性の担保に配慮して

おります。

 

EDINET提出書類

株式会社オリエントコーポレーション(E04775)

公開買付届出書

41/45



第５【対象者の状況】
 

１【最近３年間の損益状況等】

（１）【損益の状況】

決算年月 ― ― ―

売上高 ― ― ―

売上原価 ― ― ―

販売費及び一般管理費 ― ― ―

営業外収益 ― ― ―

営業外費用 ― ― ―

当期純利益（当期純損失） ― ― ―

 

（２）【１株当たりの状況】

決算年月 ― ― ―

１株当たり当期純損益 ― ― ―

１株当たり配当額 ― ― ―

１株当たり純資産額 ― ― ―

 

２【株価の状況】

金融商品取引所名
又は認可金融商品
取引業協会名

株式会社大阪証券取引所　市場第二部

月別 平成23年４月 平成23年５月 平成23年６月 平成23年７月 平成23年８月 平成23年９月 平成23年10月

最高株価（円） 51 46 44 45 45 39 36

最低株価（円） 41 42 41 42 38 33 33

　（注）　平成23年10月については、10月28日までのものです。

 

３【株主の状況】

（１）【所有者別の状況】

       平成　年　月　日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数　　　株）

単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － － － － － － －

所有株式数
（単元）

－ － － － － － － － －

所有株式数の
割合（％）

－ － － － － － － － －
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（２）【大株主及び役員の所有株式の数】

①【大株主】

  平成　年　月　日現在

氏名又は名称 住所又は所在地
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

― ― ― ―

計 ― ― ―

 

②【役員】

   平成　年　月　日現在

氏名 役名 職名
所有株式数
（株）

発行済株式の総数
に対する所有株式
数の割合（％）

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ―

 

４【継続開示会社たる対象者に関する事項】

（１）【対象者が提出した書類】

①【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第125期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）　平成22年６月25日関東財務局長に提出

　事業年度　第126期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）　平成23年６月29日関東財務局長に提出

 

②【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第127期第１四半期（第127期中）（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）　平成23年８月12日関東

財務局長に提出

　なお、対象者によれば、対象者は、平成23年11月11日に、第127期第２四半期（第127期中）（自　平成23年７月１日　至　

平成23年９月30日）に係る四半期報告書を関東財務局長に提出する予定とのことです。

 

③【臨時報告書】

　該当事項はありません。

 

④【訂正報告書】

　該当事項はありません。
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（２）【上記書類を縦覧に供している場所】

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

 

５【その他】

　対象者は、平成23年10月28日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表に基づく対象者の業績

予想の修正の概要は以下のとおりです。以下の公表内容の概要は対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、当社は

その正確性及び真実性について検証し得る立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、対

象者の当該公表の内容をご参照ください。

（対象者平成23年10月28日公表）

平成24年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり四
半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

前回発表予想（Ａ） 15,923 △22 △22 14 0.28

今回修正予想（Ｂ） 13,918 △75 △97 △104 △2.10

増減額（Ｂ－Ａ） △2,005 △53 △75 △118  

増減率（％） △12.5 ― ― ―  

（ご参考）前期第２四半期実績
（平成23年３月期第２四半期）

15,087 △122 △136 △148 △2.96

 

平成24年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり当
期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

前回発表予想（Ａ） 32,501 △14 △21 5 0.09

今回修正予想（Ｂ） 29,652 △150 △184 △241 △4.82

増減額（Ｂ－Ａ） △2,849 △136 △163 △246  

増減率（％） △8.7 ― ― ―  

（ご参考）前期実績
（平成23年３月期）

30,770 △359 △394 △460 △9.20

 

平成24年３月期第２四半期（累計）個別業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株当たり四
半期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

前回発表予想（Ａ） 6,822 △63 △46 0 0.01

今回修正予想（Ｂ） 5,802 △104 △89 △92 △1.85

増減額（Ｂ－Ａ） △1,020 △41 △43 △92  

増減率（％） △14.9 ― ― ―  

（ご参考）前期第２四半期実績
（平成23年３月期第２四半期）

7,426 △153 △147 △151 △3.04
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平成24年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり当
期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円 円　銭

前回発表予想（Ａ） 14,020 △94 △67 4 0.08

今回修正予想（Ｂ） 12,836 △215 △193 △220 △4.40

増減額（Ｂ－Ａ） △1,184 △121 △126 △224  

増減率（％） △8.4 ― ― ―  

（ご参考）前期実績
（平成23年３月期）

14,877 △399 △396 △435 △8.71

 

修正の理由

　平成24年３月期第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、業務受託事業における放送受信料金収納業務の営業

不振、パーキング事業における新規駐車場の開設遅れ、リセール事業におきましては甲南チケットの一部不採算店について

閉鎖に伴う費用を計上いたしました。

　また、ファクタリング事業におきましては、東日本大震災の発生に伴い旅行需要が大きく減退したことから、旅行債権の

ファクタリング取扱量が減少いたしました。

　以上のようなことから売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前回発表を下回る結果となりました。

　上記に加え、ファクタリング事業における一部債権について取立不能のおそれが発生したことから、当連結会計年度におい

て特別損失として処理を予定することといたしました。

　これらに伴い、第２四半期連結業績予想を修正し、あわせて通期業績予想につきましても修正するものであります。

　個別の第２四半期累計期間ならびに通期業績予想につきましても同様の理由から修正するものであります。
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